
建設業の事業主のみなさまへ

●「事務所」の労災保険（「事務所労災」）
工事現場作業とは別に、事務所で従事する労働者がいる場合は、所轄の労働基準監督署で

「事務所労災」の保険関係の成立（加入）手続きが必要です。
●「特定の工事現場に付随しない土場整理等」の労災保険
「事務所労災」の保険関係の成立（加入）があれば、「特定の工事現場に付随しない土場整
理等」を含めて適用になりますので、改めて労災保険の成立（加入）手続きは不要ですが、
「事務所労災」の保険関係の成立（加入）がなければ、所轄の労働基準監督署で「特定の工
事現場に付随しない土場整理等」の保険関係の成立（加入）手続きが必要です。

「特定の工事現場に付随しない土場整理等」の労災保険料は、原則、土場整理等に従事した
分について、賃金台帳、出勤簿、出面表及び勤務表等により算出（日割や時間割等）した賃金
総額を保険料の算定基礎額として計算してください。また、賞与に係る算定基礎額の算出につ
いても同様です。

宮城労働局

宮城労働局のホームページ

検索

給付の概要加入の義務保険の種類

工事現場作業に従事する労働者が業務中
や通勤途上に起きた災害に係る労災給付元請の事業主工事現場の労災保険

労
災
保
険 工事現場以外で特定の工事現場に付随し

ない業務を行う労働者が業務中や通勤途
上に起きた災害に係る労災給付

従事する労働者
がいる事業主

工事現場以外の労災保険
（「事務所」、「特定の工事
現場に付随しない土場整理等
（※）」の分）

労働者が失業した場合や、雇用の安定を
図るための各種給付金・助成金

雇用保険被保険
者がいる事業主事業所全体の雇用保険

雇
用
保
険

成立(加入）に関すること
宮城労働局総務部労働保険徴収課または
最寄りの労働基準監督署

労災の給付に関すること
宮城労働局労働基準部労災補償課または
最寄りの労働基準監督署

工事現場以外（「事務所」、「土場整理等（※）」）も
労災保険の成立（加入）が必要です

成立（加入）手続きが済んでいない場合は速やかに手続きしましょう。

（R7.3）




